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Ⅰ　基本情報

Ⅱ　令和3年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

適切に実施され
ている。

管理業務仕様書
に沿って、適切な
維持管理が行わ
れている。

・基本方針に沿って
利用者本位の安全
で安定した管理業
務を遂行し、適切な
運営に努めた。

・明るくはきはきとし
た応対等を心がけ
る等管理業務計画
に沿って実施するこ
とができた。

指定単位
施設数：１施設

複数施設を一括指定の場合、その理由：

1　業務の要求水準達成度

（１）統括管
理業務

▽　管理運営に係る基本方針の策定

業務の範囲

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

非公募

３　評価単位

指定期間

複数施設を一括評価の場合、その理由：

指定管理者
の自己評価

指定管理者評価シート

事業名 身体障害者福祉センター費 所管課（電話番号） 保健福祉局障がい保健福祉部障がい者更生相談所（６４１－８８５２）

２　指定管理者

事業概要

目的

開設時期

１　施設の概要

Ａ棟　昭和５３年８月１日
Ｂ棟　昭和６２年４月１日（増築）

延床面積

名称

募集方法

札幌市身体障害者福祉センター 所在地 札幌市西区二十四軒２条６丁目１－１

（１）総括管理業務　（２）施設・設備等の維持及び管理に関する業務　（３）施設における事業の計画及び実施に関す
る業務
（４）障害者社会参加推進センター運営に関する業務　（５）施設の利用等に関する業務　（６）前各号に掲げる業務に
付随する業務

公益社団法人　札幌市身体障害者福祉協会

令和２年４月１日～令和７年３月31日

所管局の評価

施設数：１施設

名称

（１）　各種相談（就職相談、結婚相談、身の上相談）の実施
（２）　機能回復訓練、音声機能訓練、失語症言語訓練及びオストメイト社会生活訓練の実施
（３）　各種行事、活動育成事業、各種教養講習会やスポーツ教室の講習会等の実施
（４）　身体障害者福祉専用バスの運営事業
（５）　受付案内、図書コーナー等施設の利用等に関する業務
（６）　自主事業（食堂運営）の実施
（７）　障害者社会参加推進センター運営事業
（８）　その他福祉センターの設置目的を達成するために必要な業務

項　目 実施状況

Ａ棟　3,427.56㎡
Ｂ棟　1,848.75㎡　　　合計　5,276.31㎡

主要施設

身体障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

体育館、卓球室、研修室、第１～３会議室、和室、大会議室、料理実習室、陶芸室、パソコン室、機能回復訓練室、水
浴訓練室、各団体事務室（６室）、食堂

(1)　札幌市の公の施設であることを常に念頭におき、市民の福祉の増
進に努め、市民の公平な利用に供するよう管理運営を行う。
(2)　施設の設置目的等に資するよう適切な管理運営を行う。
(3)　「さっぽろ障がい者プラン」に定める目標の達成その他札幌市の障
がい福祉政策との整合性を図りながら施設の管理運営を行う。
(4)　サービス水準の維持向上に努め、安定的かつ継続的なービスの提
供がなされるよう管理運営を行う。
(5)　利用者や地域住民の声を常に把握し、施設の管理運営に反映させ
る。
(6)　最少の経費で最大の効果を挙げるよう管理運営の効率化に努め
る。

市民の障がい者福祉増進のための身近な存在として愛され、親しまれる
施設として、障がいによる差別がなく、誰もが安心して利用できる施設運
営を行うことが重要であると考え、次のことを基本に据え平等利用の確
保を図る。
(1)　人に優しく、心の通い合うサービスの提供
(2)　誰もが分け隔てなく安心して等しく利用できる施設づくり
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適切に実施され
ている。

適切に実施され
ている。

適切に実施され
ている。

適切に行われて
いる。今後も引き
続き、省エネル
ギーに向けた取り
組みに努めるこ
と。

適切に実施され
ている。今後も引
き続き、３か月に
１回以上運営協
議会を開催すると
ともに、札幌市及
び各関係機関と
の連絡調整を密
にし、利用者サー
ビスや管理水準
の維持向上に向
けた取組みを行う
こと。

適正に処理され
ている。

・環境配慮への意
識を高めてエネル
ギーの節約に努
め、計画どおり実施
することができた

・計画どおり実施す
ることができた。

・計画どおり実施す
ることができた。

・計画どおり実施す
ることができた。市
内企業、福祉団体
を積極的に活用し
発注した。

・計画どおり実施す
ることができた。

・３ケ月に１回以上
の運営協議会の開
催が求められてお
り、計画どおり実施
することができた。

・改善できるところ
から取り組んだ。

今後も引き続き、
利用者からの要
望等に迅速かつ
適切な対応を行う
こと。

＜協議会メンバー＞

・札幌市肢体障害者協会理事長
・札幌市視覚障害者福祉協会会長
・札幌市中途失聴・難聴者協会会長
・札幌市身体障害者更生相談所長・次長・事務職員ｘ
・札幌市身体障害者福祉協会会長・事務局長・次長・事務職員

▽　要望・苦情対応

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従事者の確保・配置、
人材育成）

協議・報告内容

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等の開催）

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確保、受託者への適切
監督、履行確認）

開催回

第２回
令和４年３月１４日

第２回
令和３年１２月２０日

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

・４月以降の貸館について
・機能回復訓練について

(1)他の業務と経理を明確に区分し、収支その他経理に関する記録等を
整備する。
(2)指定管理に係る経費の収支については、独立した預金口座により管
理する。

　(1)　消灯や適正な温度設定を行うことにより、電気使用量、重油使用
量の節約に努めるとともに、センター事務室で一括管理を行う。
(2)　空気調和設備の冷暖房温度を夏26度・冬24度を基準温度として設
定管理する。
(3)　ボイラーの負荷率を100％に設定管理しボイラーの不完全燃焼の防
止を図る。
(4)　所有する車両のアイドリングを可能な限り抑制し、排気ガス排出の
減少を図る。
(5)　職員に対し、温度管理への協力を強く求める｡また、ロードヒーティン
グの使用電気料を抑制するため、気象情報を適切に把握し稼働する。

(1)　業務分担､指揮命令系統､連絡系統等を定め,職員が分掌事務を確
実に行うことで安定した管理業務を遂行する。
(2)　職員個々が市民サービスの向上、管理経費の縮減に意欲を持って
取組めるよう、安全衛生などを含め十分な労働環境を整える。

業務の見直しを日常的、組織的に取組み、管理水準の維持向上に努め
る。

清掃、警備、各保守点検業務について、仕様書のとおり実施した。日々
の業務について日報の提出により履行確認を行った。

・令和２年度札幌市身体障害者福祉センター
の利用状況
・身障センターレイアウト変更（改修工事）につ
いて

・防災訓練について
・身障センターの工事に関して

・防災訓練について
・今後の工事スケジュールについて

第１回
令和３年６月２８日

第２回
令和３年９月２７日

施設の管理に関する利用者その他の市民からの要望、苦情等に迅速か
つ適切に対応し、その結果を札幌市に報告した。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

＜再委託業務＞

・空調・給排水・衛生設備保守管理業務委託

・警備業務委託

・清掃業務委託

・エレベーター保守管理業務委託

・自動ドア保守点検業務委託

・電話設備保守及び非常用呼出装置点検業務委託

・自家用電気工作物保安管理業務委託

・消防用設備等点検業務委託

・塵芥処理業務委託

・除排雪業務委託

新型コロナウイル
ス感染症対策に
留意しつつ、適切
に実施されてい
る。

適切に業務履行
がなされている。
備品管理、修繕
については常に
点検等を行い、不
具合等が発生し
た場合は迅速か
つ適切な対応に
努めること。

・計画どおり実施す
ることができた。

・再委託業者の決
定にあたっては、指
名競争入札、見積
合せを実施して、透
明性の確保を図っ
た。

適切に実施され
ている。

管理業務仕様書
に沿って、適切な
維持管理が行わ
れている。

労働関係法令等
を遵守しており、
今後も同様である
こと。

適切に実施され
ている。

・計画どおり実施す
ることができた。

・計画どおり実施す
ることができた。

・安全かつ安定した
維持管理業務を遂
行した左記のとおり
利用者の安全に配
慮した整備を行っ
た。

・コロナ禍のため計
画を修正して実施し
た。

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上への配慮、連絡体
制確保、保険加入）

（２）労働関
係法令遵
守、雇用環
境維持向上

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修繕、備品管理、駐
車場管理、緑地管理等）

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上(事故の有無などの安全衛生面
を含む)

(1)記録
　業務の実施に関する記録・帳簿等を整備、保管した。
(2)セルフモニタリング
　身障センターの管理運営業務の実施状況について自ら監視・測定を
行った。
(3)事業報告
　協定で定めるところにより、「管理業務の実施状況報告書」等の各書類
を札幌市に適宜提出した。
(4)札幌市の検査等への対応
　施設の管理運営の一切に関する札幌市の検査・確認・要請等に誠実
に対応した。
　(5)自己評価の実施
　施設の利用状況、セルフモニタリングの結果等を踏まえ、札幌市が定
めるところにより、管理業務の自己評価を行い事業報告書の提出に合
わせて札幌市に報告した。

　(1)職員が時間外労働・休日労働をした場合、法定割合の割増賃金を
支払った。
　(2)職員の労働時間は、週40時間、1日8時間を順守した。
　(3)全ての職員は雇用保険、厚生年金、健康保険に加入し、必要な届
出等も適宜適切に行った。また、年1回定期健康診断を実施した。
　(4)第三者委託により実施している業務について、受託者に当該 業務
従事者の労働環境に関わる情報提供を求めた。

(1)　利用者等の安全については、業務仕様書及び法令を遵守すること
により確保した。
(2)　拾得物の取り扱いについては、センター受付で保管し適切に管理し
サービスの向上に努めた。
(3)　損害賠償保険は仕様に適合したものに加入した。

　清掃、警備、設備保守点検業務等について、仕様書のとおり実施し
た。主な修繕としては、厨房設備取替、給油設備取替、地下重油タンク
油面計交換、室名札取替設置、車庫シャッター点検修理などを行った。

　９月に防災訓練を実施した。新型コロナ感染防止の観点から少人数に
より消火栓の使用方法及び実技、避難経路の確認などの訓練内容と
なった。なお、2回目の訓練は、まん延防止等図雨天措置の発令により
実施できなかった。

▽　防災

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリングの実施、事業
報告、札幌市の検査等への対応、自己評価の実施）
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

・教養講習会等事業

創造的活動 10 ／ 34 2 ／ 7

9 ／ 53 2 ／ 9

22 ／ 42 5 ／ 9

10 ／ 67 4 ／ 17

3 ／ 19 3 ／ 19

8 ／ 49 3 ／ 23

社会適応活動 11 ／ 249 10 ／ 221

10 ／ 87 4 ／ 38

0 ／ 0 0 ／ 0

0 ／ 0 0 ／ 0

13 ／ 71 5 ／ 32

0 ／ 0 0 ／ 0

0 ／ 0 0 ／ 0

0 ／ 0 0 ／ 0

9 ／ 88 4 ／ 34

12 ／ 39 4 ／ 12

2 ／ 5 0 ／ 0

119 ／ 803 46 ／ 421

・文化活動育成事業

令和３年度助成クラブ内訳

活動状況

・毎週月曜日　13:00～17:00

・日常的な囲碁研究や春期大会への参加。

・施設、団体との交流会の実施。

・第1・3火曜日　10:00～12:00

・花瓶や壺などの製作実施及び文化祭での

　作品展示。

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。なお、
アフターコロナを
見据え、新規利用
者の開拓等に向
けた積極的な取
組を行うことを期
待したい。

・コロナ禍による臨
時休館、利用人数
の利用制限、利用
者の自粛などのた
め回数及び利用人
数が著しく減少し
た。

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。なお、
本市の障がい者
文化活動育成事
業の発展のため、
新たな助成先の
開拓を検討するこ
と。

・計画どおり実施す
ることができた。

（4）事業の計
画・実施業務

▽　学習機会の提供業務

生花教室

短歌教室

陶芸教室

手芸教室（肢体）

手芸教室（中失）

絵画教室

手話教室（中失）

ペン字教室

料理教室（肢体）

料理教室（中失）

英会話教室

トータルコミ（中失）

レクリエー
ション活動

民謡教室

カラオケ教室

囲碁教室

茶道教室（肢体）

健康づくり教室

総　　計

障がい者の社会活動への参加促進と生きがいの高揚を目的に、自主的
に活動している文化クラブに対して活動費の助成を行った。

利用者ニーズを反映した多彩な講座を展開し、身体障害者の生涯学習
意欲の向上を図った。

令和２年度
回数／人数

令和３年度
回数／人数

クラブ名

壱石会

陶芸
サークル
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・スポーツ教室の開催

実施状況

卓球教室

水泳教室

・スポーツ活動育成事業

実施状況

・機能回復訓練

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。なお、
アフターコロナを
見据え、新規利用
者の開拓等に向
けた積極的な取
組を行うことを期
待したい。

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。なお、
アフターコロナを
見据え、新規利用
者の開拓等に向
けた積極的な取
組を行うことを期
待したい。

・計画どおり実施す
ることができた。８
団体に活動費を助
成した。

スポーツを通じて機能回復訓練や健康・体力増進を図るとともに、社会
への積極的な参加促進を図った。

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

実施回数 24 22 12 4

延べ人数 257 227 80 29

ｱｰﾁｪﾘｰ
教室

実施回数 19 7 0 0

延べ人数 43 18 0 0

実施回数 24 37 25 32

延べ人数 122 187 133 129

障がい者の社会活動への参加促進と生きがいの高揚を目的に活動しているス
ポーツクラブに対して活動費の助成を行った。

クラブ名

札幌ハンディキャップテニス

ゲートボールクラブ

パークゴルフクラブ

卓球クラブ

ボッチャクラブ

水泳クラブ

車いすバスケットクラブ

ボウリング

　新型コロナ感染防止の観点から理学療法士・物理療法担当者の指導による訓
練は実施できなかった。自主訓練については感染予防のため訓練室に消毒担当
者を配置し、実施した。

運動・日常
動作・物療

水浴訓練
自主訓

練

平成
30年度

実施回数 139 98 195

延べ人数 2,042 314 692

令和
元年度

実施回数 140 86 195

延べ人数 1,991 253 549

令和
２年度

実施回数 0 0 173

延べ人数 0 0 586

令和
3年度

実施回数 0 0 181

延べ人数 0 0 243

・コロナ禍による臨
時休館、利用人数
の利用制限、利用
者の自粛などのた
め回数及び利用人
数が著しく減少し
た。

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。なお、
本市の障がい者
文化活動育成事
業の発展のため、
新たな助成先の
開拓を検討するこ
と。

・自主訓練について
は、昨年より利用者
が多かった。機能
回復訓練に対する
ニーズは高いもの
と思われる。
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・言葉の教室

実施状況

・失語症聴能言語訓練

実施状況

・音声機能訓練・指導者育成

実施状況

・オストメイト社会生活訓練

実施状況

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。なお、
アフターコロナを
見据え、事業周知
に向けた積極的
な取組を行うこと
を期待した。

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。なお、
アフターコロナを
見据え、事業周知
に向けた積極的
な取組を行うこと
を期待したい。

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。なお、
アフターコロナを
見据え、事業周知
に向けた積極的
な取組を行うこと
を期待したい。

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。なお、
アフターコロナを
見据え、事業周知
に向けた積極的
な取組を行うこと
を期待したい。

・新型コロナ感染防
止のため、ラインを
活用して実施したと
ころ、昨年並みの実
績を残すことができ
た。

・新型コロナ感染防
止のため、ラインを
活用して実施したと
ころ、昨年並みの実
績を残すことができ
た。

・新型コロナ感染の
リスクが高いため、
中止した。

・新型コロナ感染防
止の観点から講師
の医師の指示によ
り実施回数、人数
が制限された。

失語症の人を対象にグループ討論会などを通して総合的に言語訓練を
行った。

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

実施回数 12 10 5 6

延べ人数 140 110 51 60

指導員1名を配し、失語症障がい者を対象に自立促進と社会生活への
適応力を高めることを目的に、発声や発語等の訓練を行った。

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

実施回数 35 33 32 37

延べ人数 136 110 103 112

疾病などによって喉頭を摘出して音声機能を失った人を対象に、コミュニ
ケーションの円滑化を進め社会参加の促進を目的に発声訓練を行って
いたが、新型コロナ感染防止のため中止した。

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

実施回数 30 28 0 0

延べ人数 577 465 0 0

ストーマ用装具を利用している人やその家族を対象に、社会生活に必要
な知識を習得し、不安を取り除くことで社会参加の促進を図るための相
談会を実施した。

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

実施回数 10 9 6 2

延べ人数 212 205 76 31
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・身体障害者に対する相談業務

実施状況 （人）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

☆通常使用目的

☆特定使用目的

・稼働率

☆通常使用目的

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。

・関係機関とも連携
し対応することがで
きた。

・登録者の高齢化
も進んいるため、
ホームページ等の
各種媒体を利用し
たＰＲにより、利用
者の増加を図って
いく。

2,807

▽　利用人数等

卓球室 4,784 4,838 2,453 934

研修室 6,532

第1会議室 2,151

1,180

214 124

6,298 1,572

1,962

第2会議室 2,063

第3会議室 1,694

音楽室 4,317

和室 3,844

大会議室 12,542

料理実習室 810

合　計 3,257

体育館 59.4

第1会議室 42.6

音楽室 47.7

437 223

188 611,758

1,488 127 54

361 34

3,478

就職相談、結婚相談、身の上相談等、障がいのある方の各種相談に応
じ、必要な助言・指導を行っている。

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

就職相談 0 0 0 0

就職件数 0 0 0 0

結婚相談 21 10 8 1

身の上相談等 0 0 0 1

（5）施設利用
に関する業
務 （人）

室　名 H30実績 R1実績 R２実績 R３実績

体育館 9,146 7,588 3,109 2,588

2,642 1,289

合　計 47,073 40,961 11,103 6,487

室　名 H30実績 R１実績 R２実績 R３実績

10,744

721 0 0

実習室 1,601 1,601 882 315

パソコン室 846 839 189 14

3,161 1,071 329

（％）

室　名 H30実績 R１実績 R２実績 R３実績

44.4 33.3 30.0

卓球室 39.3 43.3 22.7 16.5

研修室 52.3 50.4 23.8 23.7

39.6 10.0 6.7

第2会議室 52.2 47.7 7.5 3.0

第3会議室 45.2 35.4 6.6 3.2

42.1 10.3 7.4

和室 43.3 40.6 4.2 0.9

大会議室 69.9 64.6 24.4 15.8
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☆特定使用目的

・身体障害者福祉専用バス（福祉バス）の運行

・大型バスについて
は車両が老朽化し
ていることから、修
理しながら運転し
た。

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。なお、
大型バスについ
ては、今後も保守
点検について適
切に対応するこ
と。

R１年度

室　名 H30実績

パソコン室

R１実績 R２実績 R３実績

料理実習室 12.0 9.8 0.0 0.0

実習室 26.8 26.8 27.8 12.2

24.3 24.0 4.5 0.4

身体障がい者の行事等への交通移動支援として、車いすリフト付きバス
及び福祉車両（車いす移動車）を運行し、身体障がい者の社会参加促進
を図った。

大型バス 中型バス

H30年度

件数 160 144

人数 4,224 2,691

走行距離 10,463 10,967

稼働率 65.57 59.02

R１年度

件数 149 142

人数 3,877 2,701

走行距離 9,702 10,705

稼働率 62.08 59.17

R2年度

件数 73 60

人数 1,355 676

走行距離 4,236 4,332

稼働率 29.92 24.92

R３年度

件数 57 47

人数 1,072 535

走行距離 3,342 3,072

稼働率 23.55 19.42

福祉車両（車いす移動車）

1号 2号

H30年度

件数 23 7

人数 111 22

走行距離 1,182 267

稼働率 9.43 2.87

件数 26 5

人数 123 18

走行距離 1,131 89

0.41

稼働率 10.83 2.08

R２年度

件数 2 1

人数 4 3

走行距離 139 30

稼働率 0.82 0.41

R３年度

件数 5 1

人数 25 5

走行距離 439 30

稼働率 2.07
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・障害者社会参加推進センター運営事業

　＜身体障害者関係各種会議（研修会）への出席＞

　　(1)　日本身体障害者福祉大会

　　　中止

　　(2)　日本身体障害者団体連合会理事会・評議員会

　　　　＜理事会＞

　令和３年６月３日（オンライン開催）

  令和３年６月22日（オンライン開催）

　令和３年12月16日（オンライン開催）

  令和４年３月８日（オンライン開催）

　　　　＜評議員会＞

　令和４年３月29日（オンライン開催）

　＜施策等検討委員会＞

　令和３年５月10日（オンライン開催）

　令和４年１月24日（オンライン開催）

　　(3)　東北・北海道ブロック身体障害者団体連絡会

　令和３年10月14日（オンライン開催）

　　(4)　政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会

　書面による開催

　＜身体障害者関係各種研修会の開催＞

　　障害者別団体交流会研修会

　新型コロナ感染症拡大防止のため中止

　＜民生・児童委員・地区福祉団体との懇談会出席＞

　新型コロナ感染症拡大防止のため中止

　＜札幌市障害者社会参加推進協議会＞

　新型コロナ感染症拡大防止のため中止

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

・身体障害者福祉月間行事等

新型コロナの影響
で中止になった会
議もあったが、大部
分はオンライン・書
面で開催された。

新型コロナ感染症
の影響で小中学校
の受入はできな
かったが、ホーム
ページの更新等は
計画通り実施でき
た。

新型コロナ感染拡
大防止のため中止
になったが、金婚・
銀行の記念品贈呈
だけは実施した。

適切に実施され
ている。今後も引
き続き、障害者関
係団体との交流
会等を通じて、情
報交換を行い、連
携を深めていくこ
と。

本項目に関して
は、指定管理者と
確認書を締結して
おり、評価の対象
外とする。

（6）付随業務 ▽　広報業務

適切に実施され
ている。なお、若
年層への周知と
いう観点から、
ホームページや
ソーシャルネット
ワーキングサービ
ス（SNS）の活用
等を図っていくこ
と。

施設のＰＲや情報提供のため、ホームページの更新等を行った。また、
小中学校の「総合的な学習」「福祉に関する授業」や各団体の受入は新
型コロナ感染拡大防止の観点から見合わせた。

　毎年10月を「身体障害者福祉月間」とし、身体に障がいのある方の社会
参加の促進や身体障がい者に対する市民の理解を深めていくことを目的
に各種事業を実施しているが、令和2年度は新型コロナ感染拡大防止のた
め、ほとんどが中止となった。

（1）　文化祭
　中止
（2）　金婚・銀婚をねぎらう会
　結婚25年・50年を迎えた人のお祝いと、その労をねぎらい対象者６組
に記念品を贈呈した。
（3）　ありがとうごくろうさまの集い
　中止
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

その他 0 0 0

自主事業収入

純利益 0 ▲ 3,477 ▲ 3,477

▽　説明

支出については、身障センターのレイアウト変更に伴う諸費用、新型コロナ感染拡大
防止のための諸費用、福祉バスの安全運行のための車両費などの費用が嵩む一
方、新型コロナ禍の影響で多くの教室が開催困難会ったことによる謝礼金の減少、
臨時休館・開館時間の短縮による光熱水費の減少等により費用が減った。だが、福
祉バスの修理費が想定以上に膨らんだため、収支は3,477千円の赤字となった。

0

指定管理業務支出 115,222 118,699 3,477

支出 115,222 118,699 3,477

自主事業支出 0

収入-支出 0 ▲ 3,477 ▲ 3,477

0

利益還元 0

法人税等

利用料金 0

指定管理費

0

指定管理業務収入 115,222 115,222 0

収入 115,222 115,222

・コロナウイルスの
影響で食堂の営業
日数が減り、売上
が大幅に落ち込ん
だなどの理由によ
り、令和３年10月を
もって「ほほえみ食
堂」は営業を終了し
た。なお、令和４年
度の自主事業につ
いては、鋭意検討
中である。

新型コロナウイル
ス感染症の影響
で食堂の営業終
了はやむを得な
いことと判断す
る。ただし、営業
終了後、半年を経
過してもなお事業
を再開できていな
いことは、施設利
用者の利便性を
損ね、施設利用
者の一層の減少
に繋がりかねない
ため、速やかに事
業再開に向け動く
こと。

・市内企業、福祉団
体を積極的に活用
した発注をすること
ができた。

・レイアウト変更に
よる諸費用、新型コ
ロナ対策費、老朽
化したセンター本体
の修理費、雪によ
る福祉バスの修理
費など通常の費用
以外の支出が嵩ん
だ。

適切に実施され
ている。

新型コロナウイル
ス感染症の影響
でアンケートを実
施できなかったこ
とはやむを得ない
が、令和2年から2
年間連続で実施
できておらず、施
設利用者の意見
を施設運営に反
映できていないた
め、令和４年度は
実施手法を工夫
のうえアンケート
を極力実施するこ
と。

収支は赤字で
あったものの、経
費は概ね適切な
使用ができている
と評価する。今後
も引き続き、計画
的な経費の執行
に努めること。ま
た、施設設備や福
祉バスについて
は、修繕、備品購
入を計画的に行う
こと。

４　収支状況

0

▽　収支

項目 Ｒ３年度計画 Ｒ３年度決算 差（決算-計画）

（千円）

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

２　自主事業その他

▽　自主事業

食事提供事業
売上高　1,308千円（計画3,283千円）
利用件数　3,132人
（前年度売上高　2,735千円；計画　3,348千円）

警備、保守点検業務等の再委託は、市内の企業に、また清掃業務は、知的障害者
を雇用している社会福祉法人に発注した。

新型コロナ感染症の影響で利用者数が激減したため有効なアンケートの
回収が困難なこと、また、アンケート用紙の配布、集計作業等による感染
の危険を防ぐため令和３年度は利用者アンケートを実施しなかった。
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Ⅲ　総合評価

　・計画的な修繕等の実施
　・福祉車両の大規模修繕

　ワクチン接種の進捗に伴い、新型コロナ感染も沈静化す
るものと推定されるが、感染の大きなリバウンドを会費す
るように感染対策には万全を尽くしたい。また、アフターコ
ロナに備え、施設の修繕や福祉車両の大規模修繕など着
実に準備を進めてまいりたい。

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】

▽　安定経営能力の維持 適 不適

適 不適▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン条例及び暴力団の
排除の推進に関する条例への対応

総合評価 来年度以降の重点取組事項

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

当協会の財務状況等は、経常収益は減少しているが、支出の削減で対応している。
また、法人の管理運営資金として十分な固定資産を保有しており、安定経営能力を
維持している。

・各条例の規定に則り、全て適切に対応した。
・協定に関する契約（第三者への委託、物品調達等）については適正に実施した。

　令和３年度においてもコロナ禍の影響を強く受け、当センターの運営も
大きな制約を受けた。当センターでは利用者と職員の安全を最優先に
感染症対策に取り組んできたところであるが、貸館については臨時休
館、開館時間の短縮、利用人数の制限、利用者の自粛などにより、利
用人数、件数、稼働率ともに激減した。福祉バスの稼働状況についても
同様に著しく減少した。
　また、更生相談所統合に伴う身障センターのレイアウト変更では、札
幌市及び関係団体と密接に連携・調整に努めた結果、変更後の貸館等
において利用者に大きな不便をかけることがなかった。

　指定管理者が指摘しているように、令和３年度の施設運営は、令和２
年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けたものと
なった。各種実績値の低下については、いずれもやむを得ないものと評
価する。
　令和４年度からは、感染対策の徹底と両立して貸室の利用人数制限
や料理教室等休止していた事業を再開したことから、令和元年度以前
同様、多くの身体障がい者の方の社会参加の場となるよう、施設利用
について積極的に各方面に呼びかけていくことが必要である。
　また、利用者アンケートを２年間実施していないことを踏まえ、今年度
は極力実施し、利用者の要望や苦情への丁寧な対応を求めたい。

　令和３年度は休館期間を利用して福祉バスや施設の修
繕を積極的に実施したため、収支は最終的に赤字となっ
た。令和４年度はコロナの影響で休止していた各種事業を
再開し、コロナ前と同水準の光熱水費や各種事業の経常
的な経費が見込まれることから、指定管理費の計画的な
執行に十分留意すること。
　また、自主事業である食事提供業務については、施設利
用者の利便性を損なわないよう、速やかに再開の目途を
つけること。
　令和４年度から、パワハラ防止措置義務化の対象となる
ことから、適切に対応すること。
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